
2025年12月1日〜申請受付開始、助成総額に達し次第終了！

助成対象 助成額

【助成額】
　1件あたり上限5万円（1人1回限り）

【助成総額】
　500,000円（2025年11月1日現在）

【対象者】
石川県内で制作活動をする工芸作家の方
のうち、令和6年能登半島地震による被
害を受けた方

【対象経費】
・工芸品の制作に必要な設備・機器（窯、
ろくろ、道具等）の購入費および修繕費
・工芸品の制作に必要な材料などの購入費

※かならず要項をご確認の上申請ください。
詳細・要項・申請方法はこちら▶

公益財団法人ほくりくみらい基金では、「第二回 令和6年能登半島地震工芸作家チャリ
ティーオークション」（工芸作家チャリティーオークション事務局　代表：今西泰赳様）

の落札金額の一部をご寄付いただき、
冠基金「工芸みらい基金」を設立いたしました。

本基金の助成プログラムでは、「令和6年能登半島地震」で被災した、
石川県の工芸作家の方々のこれからの制作活動を支援します。

工芸みらい基金 助成プログラム
第二回工芸作家チャリティーオークションsupported by

第2回公募 申請受付中！

助成金を活用して制作された作品、購入された原料・道具（初回公募採択者よりご提供）

問い合わせ：公益財団法人ほくりくみらい基金 助成窓口：grant@hokuriku-mf.jp


